
 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）（抄） 

 

 ※子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成

24年法律第67号）による改正後の条文 

 ※施行日：子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）の施行の日 

 

 

第６条の３ （略） 

２ この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、そ

の保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施

設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。 

３～14 （略） 

 

 

第３４条の８ 市町村は、放課後児童健全育成事業を行うことができる。 

２ 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじ

め、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、放課後児童健全育成事業を行う

ことができる。 

３ 国、都道府県及び市町村以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じた

ときは、変更の日から一月以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

４ 国、都道府県及び市町村以外の者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止し

ようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出なけれ

ばならない。 

 

第３４条の８の２ 市町村は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、条例で

基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的

及び社会的な発達のために必要な水準を確保するものでなければならない。 

２ 市町村が前項の条例を定めるに当たつては、放課後児童健全育成事業に従事する者及

びその員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項

については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。 

３ 放課後児童健全育成事業を行う者は、第１項の基準を遵守しなければならない。 

 

第３４条の８の３ 市町村長は、前条第１項の基準を維持するため、放課後児童健全育成

事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対

して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件

を検査させることができる。 

２ 第１８条の１６第２項及び第３項の規定は、前項の場合について準用する。 

３ 市町村長は、放課後児童健全育成事業が前条第１項の基準に適合しないと認められる

に至つたときは、その事業を行う者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採

るべき旨を命ずることができる。 

４ 市町村長は、放課後児童健全育成事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命

令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利

を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に

対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。 


